
添付２号様式 
学     則

１ 研修の目的   
適切なサービスを提供するため、必要な知識と技能を有する障がい者（児）居宅介護従業者の
養成をはかり、障がい者（児）の多様化するニーズへの対応の一助とすることを目的とする。 

２ 研修の名称 居宅介護職員初任者研修 

３ 研修の要旨 

 研 修 課 程 研 修 

形 態 

修 業 

年 限 

研 修 

期 間 

定 員 

 (人) 

 受講料 

   (円) 

  受講対象者 

居宅介護職員 
初任者研修 

昼間～
夜間  8月 3か月 30 3,000 

北海道介護職員 
初任者研修修了者 

４ 受講手続 
 (1) 募集時期 
    開講の 3か月前から募集し、5 日前に締め切る。 
 (2) 受講料納入方法 
    申込後、指定の期日までに金融機関に振り込むこと。 
    なお、研修の開始までに受講料が振り込まれない時には、受講を断る場合がある。 
 (3) 受講料返還方法 
    受講前については、当所の都合により研修を中止した場合に限り、受講料を返還する。 
    研修開始後は理由の如何を問わず、受講料は一切返還しない。 
(4) 本人確認 

    受講申込時または初回の講義時に行う。 
    方法については、運転免許証、健康保険証等の公的証明書により研修受講者が本人である

ことを確認し、その写しを保存する。 

５ 研修の内容及び時間数 別紙 1記載 
６ 研修の免除 別紙 2 記載 
７ 主要テキスト 
    介護職員初任者研修課程テキスト 日本医療企画 

８ 修了認定 
 (1) 出欠の確認方法 
    各教科の開始前に出欠確認を行う。 
 (2) 成績の評定方法 
    担当講師が科目ごとに評価をする。必要に応じて補講等を行う。 
 (3) 修了の認定方法 
    別紙 1 に定めるカリキュラムを全て履修した方に対し、筆記試験(100 点満点)による修了

評価を実施する。60 点以上の方を修了認定する。 
    60 点未満の方に対しては、再試験を実施し 60 点以上の方を修了認定する。 
    再試験は最大 3回まで実施し、不合格となった場合は未修了扱いとする。 
    再試験料は１回につき 1,000 円とする。 
 (4) 修了証明書 
    修了が認定された者には、別紙 3の修了証明書を交付する。 

９ 退学規定 
（1）受講者が退学しようとする時は、所定の退学届を提出すること。 
（2）受講者が当所の定める諸規定を守らず、又は受講者の本分にもとる次の行為があった時には 
   退学を命ずることができる。 
    ア 性行不良で改善の見込みがないと認められるとき。 
    イ 学力劣悪で修了の見込みがないと認められるとき。 
    ウ 正当な理由がなくして出席が常でないもの。 
    エ 研修の秩序を乱している者 
10 その他 
   この学則は、平成 25 年 9 月 1 日から施行する。 



別紙１

教　 科　 名 目　　的 内　　容

・障害の概念とICF・家事援助の方法

・障害者福祉の基本理念

・身体障害

・知的障害

・精神障害

・その他の心身の機能障害

・家族への支援

行動障害 ・行動障害とはどのような状態をいうか

・自閉症の理解

・自閉症の障害特性

行動障害が起きる背景の理解 ・支援者の不適切な対応が行動障害を誘発していることを知る

・行動障害を誘発せず、本人が安心して自信を持って生活できる

ための支援

家族の心理、かかわり支援の理
解

介護において行動障害を理解
することの必要性に気づき、行
動障害の利用者を介護する時
の判断基準となる原則を理解
する

6　障害の理解（6時間）

◎居宅介護職員初任者研修課程カリキュラム（9時間）

障害の概念とICF、障害者福祉
の基本的な考え方について理
解し、介護における基本的な考
え方について理解する

7　認知症・行動障害の理解

自閉症の理解・自閉症の障害特
性

行動障害を起こさないようにする
ための支援

　行動障害の理解(3時間）

障害の基礎的理解

障害の医学的側面、生活障害、
心理・行動の特徴、かかわり支援
等の基礎的知識障害の基礎的
理解



別紙2

１、

　・居宅介護職員初任者研修課程 (1)多様なサービスの理解

(2)介護職の仕事内容や働く現場の理解

(3)人権と尊厳を支える介護

(4)自立に向けた介護

(5)介護職の役割、専門性と多職種との連携

(6)介護職の職業倫理

(7)介護における安全の確保とリスクマネジメント

(8)介護職の安全

(9)障害者福祉制度

(10)医療との連携とリハビリテーション

(11)介護保険制度およびその他の制度

(12)介護におけるコミュニケーション

(13)介護におけるチームのコミュニケーション

(14)認知症を取り巻く環境

(15)医学的側面から見た認知症の基礎と健康管理

(16)認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活

(17)家族への支援

(18)老化に伴うこころとからだの変化と日常

(19)高齢者と健康

(20)基本知識の学習

(21)生活支援技術の講義・演習

(22)生活支援技術演習

(23)振り返り

(24)就業への備えと研修修了後における継続的な研修

研修の免除

当学園では、居宅介護職員初任者研修については、北海道介護職員初任者研修修了者を対象に

実施するため、以下の科目が免除されることとなっている。


